
 

 

令和２年第２回常総地方広域市町村圏事務組合議会臨時会議事日程 

 

 

令和２年９月２９日  

開会 午後２時    

 

 

 

 

 

日程第１  会議録署名議員の指名について 

 

 

日程第２  会期の決定について 

 

 

日程第３  報告第 ２号  専決処分事項の報告について 

（守谷消防署南守谷出張所職員の消防活動の際の  

物損事故に係る損害賠償及び和解） 

 

日程第４  報告第 ３号  専決処分事項の報告について 

             （守谷消防署救助工作車の交通事故に係る和解） 

 

日程第５  報告第 ４号  専決処分事項の報告について 

             （消防本部連絡車の交通事故に係る和解） 

 

日程第６  報告第 ５号  専決処分事項の報告について 

             （水海道消防署北出張所救急救急車の物損事故に

係る損害賠償及び和解） 

 

日程第７  議案第１２号  令和２年度常総地方広域市町村圏事務組合 

              一般会計補正予算（第３号）について 

 

日程第８  議案第１３号  指定管理者の指定について 

             （常総広域地域交流センター） 
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報告第２号   

 

専決処分事項の報告について 

 

令和２年６月６日の守谷消防署南守谷出張所隊員の物損事故に係る損害賠償の

額を定め和解することについて、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１８０条

第１項の規定により、次のとおり専決処分したもので、同条第２項の規定により

報告する。 

 

令和２年９月２９日 提出 

 

常総地方広域市町村圏事務組合 

管 理 者  松 丸 修 久 
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専 決 処 分 書 

 

 損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和２年７月１３日 

 

常総地方広域市町村圏事務組合 

管 理 者  松 丸 修 久 

 

１ 和解の相手方   

住 所 茨城県つくばみらい市〇〇〇〇 

氏 名 〇〇〇〇 

 

２ 損害賠償の額 

１１９，９００円 

 

３ 和解の内容  

⑴ 常総地方広域市町村圏事務組合は、損害額１１９，９００円を相手方に支

払う。 

⑵ 当事者双方は、今後本件に関して裁判上又は裁判外において一切異議、請

求の申し立てをしないことを誓約する。 

 

４ 事故の概要 

令和２年６月６日午前１時１０分頃、茨城県つくばみらい市〇〇〇〇において、

当組合職員が消火活動中に外壁に損傷させたものである。 
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参考資料（報告第２号関係） 

 

 

 

 

 

 

 

損傷箇所佐藤宅

火災現場

タ
ン
ク
車

事故発生状況略図 

事故発生位置図 

物損事故現場(外壁損傷) 



- 4 - 

 

報告第３号 

 

専決処分事項の報告について 

 

令和２年６月９日の守谷消防署救助工作車の交通事故に係る和解について、地

方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１８０条第１項の規定により、次のとおり専

決処分したもので、同条第２項の規定により報告する。 

 

令和２年９月２９日 提出 

 

常総地方広域市町村圏事務組合 

管 理 者  松 丸 修 久 
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専 決 処 分 書 

 

 損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和２年９月７日 

 

常総地方広域市町村圏事務組合 

管 理 者  松 丸 修 久 

 

１ 和解の相手方   

住 所 茨城県つくばみらい市〇〇〇〇 

氏 名 〇〇〇〇 

 

２ 損害賠償の額 

５４，３２７円 

 

３ 和解の内容  

⑴ 常総地方広域市町村圏事務組合の責任割合は２５％、相手方の責任割合は

７５％とする。 

⑵ 常総地方広域市町村圏事務組合は、損害額５４，３２７円を相手方に支払

う。（各自負担額を相殺するものとする。） 

⑶ 当事者双方は、今後本件に関して裁判上又は裁判外において一切異議、請

求の申し立てをしないことを誓約する。 

 

４ 事故の概要 

令和２年６月９日午後３時１５分頃、建物火災途上、茨城県つくばみらい市〇

〇〇〇にて、当組合職員の運転する公用車（守谷消防署救助工作車）と相手方（軽

乗用車）と衝突したものです。  
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参考資料（報告第３号関係） 
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事故発生位置図 
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報告第４号 

 

専決処分事項の報告について 

 

令和２年８月７日の消防本部連絡車の交通事故に係る和解について、地方自治

法(昭和２２年法律第６７号)第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分

したもので、同条第２項の規定により報告する。 

 

令和２年９月２９日 提出 

 

常総地方広域市町村圏事務組合 

管 理 者  松 丸 修 久 
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専 決 処 分 書 

 

 損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和２年９月９日 

 

常総地方広域市町村圏事務組合 

管 理 者  松 丸 修 久 

 

１ 和解の相手方   

住 所 茨城県守谷市〇〇〇〇 

氏 名 〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇 

 

２ 損害賠償の額 

３２２，８９９円 

 

３ 和解の内容  

⑴ 常総地方広域市町村圏事務組合は、損害額３２２，８９９円を相手方に支

払う。 

⑵ 当事者双方は、今後本件に関して裁判上又は裁判外において一切異議、請

求の申し立てをしないことを誓約する。 

 

４ 事故の概要 

  

令和２年８月７日午後１時１８分頃、事務連絡出向中、茨城県常総市〇〇〇〇

にて、当組合職員の運転する公用車（消防本部連絡車）が相手方（普通乗用車）

に追突したものです。 
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参考資料（報告第４号関係） 
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事故発生状況略図 
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報告第５号   

 

専決処分事項の報告について 

              

令和２年７月３日の水海道消防署北出張所の物損事故に係る損害賠償の額を定

め和解することについて、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１８０条第１項

の規定により、次のとおり専決処分したもので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 

令和２年９月２９日 提出 

 

常総地方広域市町村圏事務組合 

管 理 者  松 丸 修 久 
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専 決 処 分 書 

 

 損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和２年９月１５日 

 

常総地方広域市町村圏事務組合 

管 理 者  松 丸 修 久 

 

１ 和解の相手方   

住 所 茨城県取手市〇〇〇〇 

氏 名 〇〇〇〇株式会社 

 

２ 損害賠償の額 

６１，１００円 

 

３ 和解の内容  

⑴ 常総地方広域市町村圏事務組合は、損害額６１，１００円を相手方に支払

う。 

⑵ 当事者双方は、今後本件に関して裁判上又は裁判外において一切異議、請

求の申し立てをしないことを誓約する。 

 

４ 事故の概要 

令和２年７月３日午前１０時５５分頃、茨城県常総市〇〇〇〇において、当組

合職員の運転する公用車（水海道消防署北出張所救急自動車）を敷地内に進行し

たところ、ブロック塀を損傷させたものである。 
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参考資料（報告第５号関係） 

 

 

 

 

 

 

事故発生位置図 

事故発生状況略図 

事故現場 
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提 案 理 由 

 

議案第１２号  令和２年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算

（第３号）について 

 

 令和２年度一般会計補正予算（第３号）については、歳入歳出の増減はなしと

し、歳入歳出総額６５億９，２３５万５千円とするものです。 

歳出で、総務費の地域交流センター費で新たな指定管理者の指定のため、委託

料の指定管理料を７２１万９千円増額し、予備費の共通分を７２１万９千円減額す

るものです。 

また、地域交流センター指定管理料の債務負担行為を追加設定するものです。 
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議案第１３号 

 

指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者の指定をするため、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２９日 提出 

 

                      常総地方広域市町村圏事務組合 

                       管 理 者  松 丸 修 久 

 

 

記 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

⑴ 施設の名称 

   常総広域地域交流センター 

⑵ 所在地 

    守谷市大木１４６８番地 

 

２ 指定管理者として指定する団体 

⑴ 名称 

   シダックス株式会社 

⑵ 代表者 

   代表取締役社長  志太 勤一 

⑶ 所在地 

   東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 

 

 ３ 指定の期間 

   令和２年１１月１日から令和４年３月３１日まで 
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提 案 理 由 

 

議案第１３号  指定管理者の指定について 

 

常総広域地域交流センターの指定管理者は、平成２９年４月１日から令和４年

３月３１日までの期間で綜合建物サービス株式会社と基本協定書を締結し業務を

遂行してきましたが、指定管理者から指定返上の申し出があり、令和２年１０月

３１日を以って指定取消処分をいたしました。このため令和２年１１月１日から

令和４年３月３１日までの残期間の指定管理者の指定について、地方自治法第  

２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決に付するものです。 

指定管理者候補者の選定につきましては、常総地方広域市町村圏事務組合公の

施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条第１項第５号の規定によ

り指定管理者が指定を取消されたときその他緊急に指定管理者を指定することが

必要と認めるとき、公募によらずに選定することができるため、圏域内において

指定管理業務実績のある当該業者を選定するものです。 

 

 

 


